
学校評議員は、学校や地域の実情に応じて、学校運営に関し、 
① 保護者や地域住民等の意向を把握し反映すること 
② 保護者や地域住民等の協力を得ること 
③ 学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たしていくこと 

 ができるようにするものである。 
 これにより、校長が、学校運営に当たり、学校の教育目標・計画や地域との連携の進め方などに
関し、保護者や地域住民の意見を聞くとともに、その理解や協力を得て、特色ある教育活動を主体
的かつ積極的に展開していくことが期待される。 

５月２０日（月）に、今年度第１回目の学校評議員会を開催しました。 
 

 学校評議員については、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
とされています。 

文部科学省 Webサイト「学校評議員制度について」より 
（ https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/gijiroku/03120501/003/001.htm ） 

 
 今回も、５時間目の授業の様子を参観いただいた後に、評議員の皆様から貴重なご意見をいただくこ
とができました。いただいた意見を参考にさせていただきながら、夏井小学校をもっともっとよい学校
にするために努力してまいります。 

    
 

 令和６年度が始まってまもなく２ヶ月になります。今年度も、６・５・４年生の子どもたちが委員会
活動をがんばっています。自分たちの力で夏井小学校をもっとよい学校にするために、一人一人が自分
にできることを考えながら、みんなで協力してがんばっています。 

 
 

 ５月２１日（火）から２４日（金）の日程で、家庭訪問をさせていただきました。お
忙しい中、お時間をつくっていただきありがとうございました。お話しさせていただ
いたことを、今後の指導に活かしてまいります。 
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